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平成３０年第４回竹原市議会定例会会議録 

 

平成３０年第４回竹原市議会定例会日程 

 

  日  程   議案番号     件          名 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 議案第７０号 竹原市公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めるこ

とについて 

 日程第 ４ 議案第７１号 竹原市基本構想の策定について 

 日程第 ５ 議案第７２号 広島県市町総合事務組合規約の変更について 

 日程第 ６ 議案第７３号 竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

 日程第 ７ 議案第７４号 竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例案 

 日程第 ８ 議案第７５号 竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例案 

 日程第 ９ 議案第７６号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例案 

 日程第１０ 議案第７７号 竹原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部を改正する条例案 

 日程第１１ 議案第７８号 平成３０年度竹原市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第１２ 議案第７９号 平成３０年度竹原市公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第１３ 議案第８０号 平成３０年度竹原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第１４ 請受第３０－１号 本郷処分場（安定型産業廃棄物最終処分場）の危険性 

                の排除を求める請願 

 日程第１５ 一般質問 

 日程第１６ 発議第３０－３号 公立小中学校において教職員未配置をなくす取り組み 

                を求める意見書（案） 
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 日程第１７ 議員派遣について 

 日程第１８ 閉会中継続審査（調査）について（２常任委員会） 
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平成３０年第４回竹原市議会定例会議事日程 第１号 

平成３０年１２月１１日（火） 午前１０時開会 

 会議に付した事件 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 議案第７０号 竹原市公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めるこ

とについて 

 日程第 ４ 議案第７１号 竹原市基本構想の策定について 

 日程第 ５ 議案第７２号 広島県市町総合事務組合規約の変更について 

 日程第 ６ 議案第７３号 竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

 日程第 ７ 議案第７４号 竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例案 

 日程第 ８ 議案第７５号 竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例案 

 日程第 ９ 議案第７６号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例案 

 日程第１０ 議案第７７号 竹原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部を改正する条例案 

 日程第１１ 議案第７８号 平成３０年度竹原市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第１２ 議案第７９号 平成３０年度竹原市公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第１３ 議案第８０号 平成３０年度竹原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第１４ 請受第３０－１号 本郷処分場（安定型産業廃棄物最終処分場）の危険性 

                の排除を求める請願 
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平成３０年１２月１１日開会 

  （平成３０年１２月１１日） 

        

議席順 氏     名 出  欠 

１ 下 垣 内  和  春 出 席 

２ 今  田  佳  男 出 席 

３ 竹  橋  和  彦 出 席 

４ 山  元  経  穂 出 席 

５ 高  重  洋  介 出 席 

６ 堀  越  賢  二 出 席 

７ 川  本     円 出 席 

８ 井  上  美 津 子 出 席 

９ 大  川  弘  雄 出 席 

１０ 道  法  知  江 出 席 

１１ 宮  原  忠  行 出 席 

１２ 吉  田     基 出 席 

１３ 宇  野  武  則 出 席 

１４ 松  本     進 出 席 

 

  職務のため議場に出席した者は，下記のとおりである 

    議会事務局長                   住 田 昭 徳 

    議会事務局係長     矢 口 尚 士 
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説明のため議場に出席した者は，下記のとおりである 

 

職      名 氏    名 出 欠 

市         長 今 榮 敏 彦 出 席 

副    市    長 田 所 一 三 出 席 

教    育    長 高 田 英 弘 出 席 

総 務 部 長 平 田 康 宏 出 席 

企 画 振 興 部 長 桶 本 哲 也 出 席 

市 民 生 活 部 長 宮 地 憲 二 出 席 

福 祉 部 長 久 重 雅 昭 出 席 

建 設 部 長 有 本 圭 司 出 席 

教 育 委 員 会 教 育 次長 中 川 隆 二 出 席 

公 営 企 業 部 長 平 田 康 宏 出 席 

選挙管理委員会事務局長 品 部 義 朗 出 席 
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              午前１０時００分 開会 

議長（大川弘雄君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので，これより平成

３０年第４回竹原市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は，あらかじめお手元に配付しておいたとおりであります。 

 この際，議長から報告をいたします。 

 まず，監査委員より平成３０年８月から平成３０年１０月分までの例月出納検査結果の

報告がありましたので，その写しをお手元に配付しておきましたから，御了承願います。 

 次に，議長において受理いたしております陳情書等につきましては，陳情書等受理状況

一覧表としてお手元に配付しておきましたので，御了承願います。 

 次に，議案の説明員として市長，教育長並びに市長から説明の委任，または嘱託を受け

た者の出席を地方自治法第１２１条の規定により求めておりますので，報告いたします。 

 以上で議長からの報告を終わります。 

 日程に入るに先立ち，今榮市長から挨拶がありますので，これを許します。 

 市長。 

市長（今榮敏彦君） おはようございます。 

 本日，平成３０年第４回竹原市議会定例会が開かれるに当たりまして，一言御挨拶を申

し上げますとともに，市政運営についてその一端を述べ，議員各位並びに市民の皆様の御

理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 まず最初に，本市に甚大な被害をもたらしました本年７月の豪雨災害から５カ月が経過

いたしました。多くの市民の皆様や関係各位，ボランティアの皆様の御支援とお力添えに

より，災害からの復旧復興に向け取組が進められ，１２月１５日にはＪＲ呉線が全線運転

再開されるなど，災害前の日常を取り戻すため，皆様の御協力により一歩ずつ前進してい

るところであります。引き続き，国や県と協力する中で，一日も早い復旧復興に鋭意取り

組んでまいります。 

 この秋の叙勲等において，竹原市名誉市民である 井政之先生が文化勲章を受章されま

した。竹原市にとって大変誇らしい出来事であり，市民の皆様とともに衷心よりお喜びを

申し上げます。陶芸に新しい可能性を切り開いた御功績と，このたびの豪雨災害からの復

旧復興に取り組む多くの市民に勇気と力を与えていただきましたことに対し，改めて敬意
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と感謝の意を表し，今後，ますます御活躍されることを祈念申し上げる次第であります。 

 今回の受章を受け，現在，たけはら美術館で文化勲章受章記念「 井政之作品展」を開

催しているところでありますが，今後も 井先生の作品の紹介や業績を後世に伝えなが

ら，市民の郷土愛の醸成や芸術文化向上のための取組も進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に，現在展開しております施策について，事業の進展を御報告いたします。 

 １点目は，災害に強いまちづくりについてでありますが，このたびの豪雨災害を教訓と

して，早急な復旧対策を進め，より安全で安心な災害に強いまちにするために，市民の皆

様とともに全力で復興への取組を進めていく必要があることから，１１月に平成３０年７

月豪雨災害竹原市復旧・復興プランを策定いたしました。 

 このプランでは，各種施策を総合的かつ計画的に展開することで市民の日常生活と経済

活動を早期に取り戻すだけでなく，被災前よりもさらに住みよさが実感できるよう，一日

でも早い安全で安心な災害に強い竹原市を実現することを基本方針としております。 

 今後は，くらしの再建，まちの復旧，そなえの強化を復旧復興に向けた３本の柱とし，

この柱に基づく今後のロードマップを示すことで，官民が一丸となって取り組むことはも

とより，国，県をはじめ関係機関との連携を深めながら，安全で安心な災害に強い竹原市

の実現に全力を尽くしてまいります。 

 ２点目は，元気な竹原市の実現に向けた主な取組についてであります。 

 地域資源を生かし，磨きをかけ，本市の魅力として市内外に積極的に発信するシティプ

ロモーションについては，首都圏でのイベントやマスコミ等への観光宣伝などを展開する

とともに，市制施行６０周年記念式典をはじめ，ぶらまちアート２０１８や憧憬の路など

のイベントを行ったところであります。引き続き，市内商店街における復興イベントの開

催など，地域のにぎわいの創出につながる取組を進めてまいります。 

 また，本年９月，竹原工業・流通団地に，気象変動に左右されず，安定生産が可能とな

る閉鎖型の植物工場が整備されたところであり，新たな雇用の創出など，地域経済の活性

化に寄与するものと期待しております。引き続き，経営検討会における支援など，円滑な

事業運営に取り組んでまいります。 

 最後に，第６次竹原市総合計画についてでありますが，昨年度，竹原市総合計画審議会

に諮問し，慎重に審議を重ねられ，１１月２６日に基本構想の答申をいただいたところで

あります。この基本構想では，持続可能なまちの構築に向けて，本市の財産である，人々
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の力と地域資源を生かしたまちづくりを行うことにより，住みよさ，暮らしやすさにさら

に磨きをかけ，１０年後の将来都市像として掲げた「元気と笑顔が織り成す 暮らし誇ら

し，竹原市。」を目指すこととしております。 

 先般，財政収支見通しを公表いたしましたが，市税等の一般財源の減少や，社会保障関

連経費，施設の老朽化への対応経費などにより，市財政は極めて厳しい状況であります。

このため，事務事業や投資的経費の見直し等の歳出削減や市税収入等の確保，受益者負担

の適正化等の歳入確保など，持続的な財政基盤の確立，弾力的かつ収支均衡した持続可能

な財政運営に向けた改善策の検討を進めてまいります。 

 本定例会におきましては，竹原市基本構想を定める議案のほか１０議案を上程させてい

ただいておりますが，これら議案の詳細につきましては，この後，各担当から御説明申し

上げますので，議員各位におかれましては，何卒慎重に御審議いただいた上，適切な御決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

議長（大川弘雄君） これより日程に入ります。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１ 

議長（大川弘雄君） 日程第１，会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は，会議規則第８８条の規定により，議長において２番今田佳男議員，

１３番宇野武則議員を指名いたします。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第２ 

議長（大川弘雄君） 日程第２，会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は，本日から１２月２５日までの１５日間といたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（大川弘雄君） 御異議なしと認めます。よって，会期は本日から１２月２５日まで

の１５日間と決定いたしました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第３ 

議長（大川弘雄君） 日程第３，議案第７０号竹原市公平委員会委員の選任につき議会の
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同意を求めることについてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務部長。 

総務部長（平田康宏君） ただいま議題となりました議案につきまして御説明申し上げま

す。 

 議案書及び議案説明書の１ページをお開きください。 

 議案第７０号竹原市公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて御説

明申し上げます。 

 本案は，竹原市公平委員会委員のうち平総一郎委員が平成３１年１月３１日をもって任

期満了となりますので，その後任委員として同氏を引き続き選任いたしたいと考え，地方

公務員法第９条の２第２項の規定により，議会の同意を求めるものであります。 

 公平委員は，３名の委員により構成され，職員の勤務条件に関する措置の要求を審査

し，判定し，必要な措置をとること等を主な任務としております。 

 平氏は，昭和５５年アトム株式会社に入社され，同社並びにグループ会社において経営

者として代表取締役を歴任され，地方自治発展への理解と人事，行政等に深い識見を有さ

れており，公平委員会委員として適任であると考えるものであります。どうぞよろしくお

願いいたします。 

議長（大川弘雄君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（大川弘雄君） これをもって質疑を終結いたします。 

 本件は，会議規則第３７条第３項の規定により，委員会付託を省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（大川弘雄君） 御異議なしと認めます。よって本案は委員会付託を省略することに

決しました。 

 これより討論，採決をいたします。 

 議案第７０号竹原市公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて，こ

れより討論に入ります。 
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 討論はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（大川弘雄君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより起立により採決をいたします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（大川弘雄君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。 

 起立全員であります。よって，本案は原案のとおり同意されました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第４～日程第１３ 

議長（大川弘雄君） 日程第４，議案第７１号竹原市基本構想の策定についてから日程第

１３，議案第８０号平成３０年度竹原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）まで

の１０件を一括議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 企画振興部長。 

企画振興部長（桶本哲也君） ただいま議題となりました議案のうち，議案第７１号につ

きまして御説明申し上げます。 

 議案書の３ページ，議案説明書の２ページをお開きください。 

 議案第７１号竹原市基本構想の策定について御説明申し上げます。 

 竹原市基本構想につきましては，本市の総合的かつ計画的な市政の運営を図るため，将

来の長期的な展望のもとに，本市のまちづくりの基本理念及び基本目標を示すものであ

り，平成２１年４月に策定しました竹原市基本構想が本年度で計画期間が終了することか

ら，竹原市総合計画策定条例第５条第１項の規定に基づき，平成３１年度から１０年間の

市政運営の指針とする竹原市基本構想を定めるため，議会の議決を求めるものでありま

す。 

 それでは，まず基本構想におけるまちづくりの基本認識を申し上げます。急速な少子高

齢化と本格的な人口減少が進行する中においても，本市が持続可能なまちとなるよう，ま

ちづくりに取り組むに当たっての基本理念を市民一人一人が，本市に生まれてよかった，

住んでよかったと実感し，進学や就職等で本市から転出した人や本市にゆかりのある人，

本市に関心のある人が，帰ってきたい，住んでみたいと思える元気な竹原市の実現とし，
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本市の財産を最大限に生かして，まちの個性や魅力の創出を図る観点から人を生かす，地

域資源を生かすを基本的な視点とし，まちづくりを進めてまいります。 

 続いて，１０年後の将来都市像について申し上げます。 

 本市には，互いに顔が見える人と人とのつながりや支え合いのコミュニティー，美しい

瀬戸内の自然や季節感，ゆったりとした時間の流れや歴史，快適に日常生活が営める利便

性の高いコンパクトな市街地など，住みやすさ，暮らしやすさにつながる多くの特色があ

り，これまでも住みよさの実感を目指して取り組んでまいりました。引き続き，本市の特

色を生かして住みやすさ，暮らしやすさに磨きをかけ，暮らしの満足度を向上させること

により，基本理念を実現してまいります。 

 また，１０年後の将来都市像を「元気と笑顔が織り成す 暮らし誇らし，竹原市。」と

設定し，市民の誰もが生き生きと活躍する姿と本市の魅力を生かした交流や産業によるに

ぎわうまちを元気と表現し，市民の安全・安心で快適な心地いい暮らしと互いに支え合う

優しさを笑顔と表現して，このあふれる元気と輝く笑顔が幾重にも重なり，市民一人一人

がたけはら暮らしが誇らしいと思える誰もが住みやすいと実感し，誇らしく思えるまちを

目指すものであります。 

 続いて，この将来都市像の実現に向けた重点テーマについて申し上げます。 

 将来都市像を実現するためには，本年７月に発生いたしました豪雨災害からの早期復旧

復興が不可欠であることから，平成３０年７月豪雨災害からの早期復旧復興を重点テーマ

として設定するものであります。 

 次に，１０年後の将来像と目標像について申し上げます。 

 将来都市像に基づき，本市が目指すべきまちの姿を４つの将来像として掲げ，この将来

像の実現した状態を分野ごと７つの目標像として設定するものであります。 

 ４つの将来像のうち，１つ目を個性をキーワードに，自然・歴史・文化に育まれ，人々

に守られ磨かれた資源が人々を魅了するにぎわいのあるまちと掲げ，目標像として，竹原

らしさを感じるまちに人々が集まりにぎわいが生まれていると設定し，本市の大切な地域

資源を個性として生かすことで，多くの人々を魅了し，にぎわいを生み出し続けるまちを

目指すものであります。 

 ２つ目の将来像を人材をキーワードに，文教のまちたけはらの精神を受け継ぎ，地域を

支え，世界中で活躍する人々を輩出するまちと掲げ，目標像として子どもたちが夢の実現

に向け挑戦できる環境が確保されていると，市民一人一人が自ら学び，様々な場面で協力
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しながら活躍しているの２つを設定し，文教のまちとしての精神を次世代に受け継ぎ，子

どもから大人まで多様な人材が様々な場と機会で学び，お互いが協力しながら知識や経験

を地域に還元することができる，地域を支え，世界で活躍する幅広い人材を輩出するまち

を目指すものであります。 

 ３つ目の将来像を活力をキーワードに，誰もがいつまでも生き生きと自分らしく輝く活

力と優しさがあふれるまちと掲げ，目標像として，様々な仕事に挑戦できる元気な産業が

育ち，活気に満ちていると誰もがお互いに尊重し合い，いつまでもはつらつと活躍してい

るの２つを設定し，市民一人一人が，自分らしく活躍できる地域となるよう，多様で活気

のある産業を創出するとともに，誰もが全ての人への思いやりと優しさを持ち，健やかに

暮らし続けることのできる活力あるまちを目指すものであります。 

 ４つ目の将来像を基盤をキーワードに，瀬戸内の恵まれた風土と市民のきずなのもと，

誰もが安全・安心で快適に生活できるまちと掲げ，目標像として生活の基盤が整備され，

快適に暮らしていると市民が支え合うきずなを大切にし，安全・安心な生活環境が確保さ

れているの２つを設定し，市民生活の基本である，快適に生活できる社会基盤を維持する

とともに，地域の人が助け合い，支え合い，行政，市民，企業等が協力し合う，安全・安

心に暮らせるまちを目指すものであります。 

 続いて，将来の人口見通しについて申し上げます。 

 本市の住民基本台帳人口を基準として，最近の本市の人口移動の傾向を反映させた将来

人口の推計値は，本計画の最終年度には２万７００人になると見込まれます。この推計結

果を踏まえ，将来的な社会増減の均衡を目指しつつ，人口減少を抑制することを目標とし

て，将来都市像の実現に向けて推進する各種施策の実施効果により，２万１，０００人と

想定するものであります。 

 続いて，計画の推進について申し上げます。 

 将来にわたる総合計画の推進を支える基本的な実行項目として，１．持続可能な行財政

運営，２．シティプロモーション，３．市民協働と多様な主体との連携の３点を定め取り

組むことにより，将来都市像の実現を着実に図ってまいります。 

 最後に，計画の進行管理について申し上げます。 

 将来都市像の実現に向け，計画の進行管理につきましては計画，行動，検証，改善を繰

り返すＰＤＣＡサイクルの考え方に基づいた方法によって行ってまいります。 

 なお，引き続き，基本計画の策定に取り組んでまいりますので，よろしくお願いしま
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す。 

議長（大川弘雄君） 総務部長。 

総務部長（平田康宏君） ただいま議題となりました議案のうち，議案第７２号から議案

第７６号まで，及び議案第７８号から議案第８０号までの８議案につきまして御説明申し

上げます。 

 議案書の５ページ，議案説明書の６ページをお開きください。 

 議案第７２号広島県市町総合事務組合規約の変更について御説明申し上げます。 

 本案は，広島県市町総合事務組合の構成団体である宮島競艇施行組合が，事業運営の効

率化を図るため平成３１年４月１日から地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴

い，同組合の名称を宮島ボートレース企業団に変更するため，地方自治法第２８６条第１

項の規定により，関係地方公共団体と協議の上，広島県市町総合事務組合規約を変更する

ことについて，同法第２９０条の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

 次に，議案書の９ページ，議案説明書の７ページをお開きください。 

 議案第７３号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について御説明申

し上げます。 

 本案は，人事院の平成３０年８月１０日付けの給与改定に関する勧告等を考慮して，職

員の給料月額等を改定するものであります。本年度においては，若年層を中心とした広い

範囲の俸給表の引き上げ及び勤勉手当の支給率の引き上げなどについて，人事院から勧告

されております。本市職員の給与改定について検討した結果，国及び近隣自治体の状況を

鑑み，人事院の勧告に沿って給料表を改定するとともに，勤勉手当の支給率を引き上げる

ものであります。 

 次に，議案書の１７ページ，議案説明書の８ページをお開きください。 

 議案第７４号竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例案について御説明申し上げます。 

 本案は，さきに御説明いたしました本市一般職員の給与改定を実施することに合わせ，

市議会議員の期末手当の支給率について，現行年間支給割合４．４月分を４．４５月分に

改正するものであります。 

 次に，議案書の２１ページ，議案説明書の９ページをお開きください。 

 議案第７５号竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案につい

て御説明申し上げます。 
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 本案は，さきに御説明いたしました本市一般職員の給与改定を実施することに合わせ，

市長，副市長及び教育長の期末手当の支給率について，現行年間支給割合４．４月分を

４．４５月分に改正するものであります。 

 次に，議案書の２５ページ，議案説明書の１０ページをお開きください。 

 議案第７６号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例案について御説明申し上げます。 

 本案は，非常勤特別職のうち公民館主事及び町並み保存推進員に支給する報酬の額を改

定するものであります。公民館主事は，地域住民の活動拠点となる公民館において，講座

や教室の開催，同好会による会合，その他の事業について，企画立案，準備，実施などに

携わり，町並み保存推進員は町並み保存センターにおいて，施設管理や資料の保管展示な

どに携わっております。 

 このたび，公民館主事及び町並み保存推進員の報酬額が広島県の最低賃金額を下回った

ことに鑑み，その報酬額を見直し，月額８万７，８００円に改めるものであります。 

 次に，補正予算書の１ページ，議案説明書の１２ページをお開きください。 

 議案第７８号平成３０年度竹原市一般会計補正予算（第５号）について，その概要を御

説明申し上げます。 

 今回の補正予算は，人事異動及び給与改定等に伴う人件費の過不足額をほぼ全款にわた

り調整するほか，その他事業広ついて予算計上するものであります。 

 初めに，歳出について御説明いたします。 

 議会費においては，人件費１０万７，０００円を追加計上しております。 

 総務費においては，人件費３８２万３，０００円を減額計上しております。 

 民生費においては，人件費５０９万円を追加，後期高齢者医療に要する経費として，後

期高齢者医療会計事務費繰出金５５万４，０００円を追加，災害救助に要する経費とし

て，宅地内のがれき等の撤去のための災害廃棄物処理業務等委託料及び農業用施設の災害

復旧等のための経営体育成支援事業補助金７，４０１万２，０００円を追加，合わせて

７，９６５万６，０００円を追加計上しております。 

 衛生費においては，人件費１５４万５，０００円を追加計上しております。 

 農林水産業費においては，人件費３８５万４，０００円を減額計上しております。 

 商工費においては，人件費９６万５，０００円を追加計上しております。 

 土木費においては，人件費２，５７６万３，０００円を追加，公共下水道事業に要する
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経費として，公共下水道事業特別会計繰出金１２１万６，０００円を追加，県営急傾斜地

崩壊対策事業に要する経費として，県営災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業負担金４，０

２５万円を追加，合わせて６，７２２万９，０００円を追加計上しております。 

 教育費においては，人件費９２４万９，０００円を減額，小学校費の施設整備に要する

経費として，全小学校及び義務教育学校前期課程に空調設備を整備するための施設整備工

事費２億９，１００万円を追加，中学校費の施設整備に要する経費として，全中学校及び

義務教育学校後期課程に空調設備を整備するための施設整備工事費９，２００万円を追

加，合わせて３億７，３７５万１，０００円を追加計上しております。 

 災害復旧費においては，公共土木施設災害復旧に要する経費６億３，８００万円，公立

学校施設災害復旧に要する経費２５７万７，０００円，合わせて６億４，０５７万７，０

００円を追加計上しております。 

 これに対し，歳入でありますが，歳出に係る特定財源として，国庫支出金３億３，２９

１万円，県支出金７，５６０万５，０００円，都市基盤整備基金繰入金２，０１３万７，

０００円，諸収入１１万５，０００円，市債６億８，０３０万円を追加計上するととも

に，一般財源として財政調整基金繰入金４，７０８万６，０００円を追加計上することに

より収支の均衡をとっております。 

 以上により，歳入歳出それぞれ１１億５，６１５万３，０００円を追加し，予算総額

は，歳入歳出それぞれ１６８億２，７３９万４，０００円となるものであります。 

 次に，繰越明許費について御説明申し上げます。 

 民生費においては，災害廃棄物処理事業について，土砂撤去等において関係者との調整

に不測の日数を要したため繰り越すものであります。 

 土木費においては，市道忠海中学校線道路改良事業について，工事受注業者が災害復旧

事業に従事する必要が生じ，年度内に完了が見込めないため繰り越すものであります。 

 教育費においては，小学校空調設備整備事業及び中学校空調設備整備事業について，国

の補正予算による財源を活用して事業を実施することとしましたが，必要とする工期が確

保できないため繰り越すものであります。 

 伝統的建造物群保存事業について，工法の検討に不測の日数を要したため繰り越すもの

であります。 

 災害復旧費においては，平成３０年公共土木施設災害復旧事業及び平成３０年農林水産

施設災害復旧事業について，年度内に完了が見込めないため繰り越すものであります。 
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 次に，債務負担行為について御説明申し上げます。 

 漁業災害特別対策資金利子補給金に関しましては，利子補給の期間及び限度額，道路維

持補修に要する経費に関しましては，県道の維持管理に係る業務期間及び限度額，こども

園整備に要する経費に関しましては，工事期間及び限度額，樋門維持管理に要する経費に

関しましては，本川排水機場の維持管理に係る業務期間及び限度額を定めるものでありま

す。 

 次に，補正予算書の７９ページ，議案説明書の１５ページをお開きください。 

 議案第７９号平成３０年度竹原市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て，その概要を御説明申し上げます。 

 今回の補正予算は，人事異動及び給与改定等に伴う人件費の過不足額を調整するもので

あります。 

 まず歳出でありますが，公共下水道費においては，人件費１２１万６，０００円を追加

計上しております。これに対し，歳入でありますが，繰入金１２１万６，０００円を追加

計上することにより，収支の均衡をとっております。 

 以上により，歳入歳出それぞれ１２１万６，０００円を追加し，予算総額は，歳入歳出

それぞれ９億１，１８７万３，０００円となるものであります。 

 次に，債務負担行為について御説明申し上げます。 

 竹原浄化センター水質検査に要する経費に関しましては，水質検査に係る業務期間及び

限度額を定めるものであります。 

 次に，補正予算書の９５ページ，議案説明書の１６ページをお開きください。 

 議案第８０号平成３０年度竹原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て，その概要を御説明申し上げます。 

 今回の補正予算は，人事異動及び給与改定等に伴う人件費の不足額を調整するほか，そ

の他事業について予算計上するものであります。 

 まず歳出でありますが，総務費においては，人件費１１万１，０００円を追加，一般事

務に要する経費として，広島県後期高齢者医療広域連合のシステム機器更改への対応経費

４４万３，０００円を追加，合わせて５５万４，０００円を追加計上しております。これ

に対し，歳入でありますが，繰入金５５万４，０００円を追加計上し，収支の均衡をとっ

ております。 

 以上により，歳入歳出それぞれ５５万４，０００円を追加し，予算総額は，歳入歳出そ
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れぞれ４億７，７８９万７，０００円となるものであります。 

 議案第７２号から議案第７６号まで，及び議案第７８号から議案第８０号までの８議案

の説明につきましては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（大川弘雄君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（品部義朗君） ただいま議題となりました議案のうち，議案第

７７号につきまして御説明申し上げます。 

 議案書の２９ページ，議案説明書の１１ページをお開きください。 

 議案第７７号竹原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。 

 本案は，公職選挙法の一部が改正されたことに伴い，市の議会の議員の選挙において，

選挙運動のために使用するビラを頒布することができるものとされたことを踏まえ，竹原

市議会議員の選挙におけるビラの作成についての公費負担を定めるものであります。 

 公職選挙法の改正は，都道府県または市の議会の議員の選挙において，候補者の政策等

を有権者が知る機会を拡充するため，候補者が選挙運動のためのビラを頒布することがで

きることとすること等を目的として行われたところであります。こうした中で，竹原市議

会議員の選挙における候補者の選挙運動のためのビラ作成の公費負担について検討し，近

隣自治体の状況も考慮した結果，公費負担をすることとするものであります。説明は以上

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（大川弘雄君） 説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております１０件につきまして，これより一括質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（大川弘雄君） これをもって一括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第７１号竹原市基本構想の策定についてから議案第

８０号平成３０年度竹原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）までの１０件につ

きましては，お手元に配付しております議案付託表のとおり，それぞれ所管の常任委員会

に付託いたします。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１４ 

議長（大川弘雄君） 次に，日程第１４，請願上程であります。 
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 お手元に配付の請願文書表のとおり，今期定例会において受理した請願は１件でありま

す。 

 請受第３０－１号本郷処分場（安定型産業廃棄物最終処分場）の危険性の排除を求める

請願について，代表紹介議員より請願趣旨の説明を求めます。 

 ８番井上美津子議員。 

８番（井上美津子君） それでは，本郷処分場（安定型産業廃棄物最終処分場）の危険性

の排除を求める請願について御説明させていただきます。 

 竹原市の豊かな水は，先人の英知と努力によって保持されてきました。このきれいな水

により森から海へとつながる豊かな自然が残されており，安全な土壌と水により，豊富な

農産物があり，地元の産業も発展しています。私たちは，この生命を守り，暮らしを豊か

にしてくれるべき，誇れる環境を子々孫々に引き継いでいく責務があります。 

 この市に産業廃棄物最終処分場が建設される本郷処分場は安定型であり，有害物質が入

ることが想定されていないため，素掘りした場所へ産業廃棄物が入れられることになり，

埋立処分場内の汚水が地中へ進出することを制御するための工作物を敷設することは義務

づけられておらず，計画では県内外の産業廃棄物が３０年間持ち込まれることになってい

ます。 

 ２０１５年，環境省の全国の自治体ヒアリングにおいて，安定型処分場の埋立物の違反

や地下水の異状，悪臭の発生など生活環境保全上の支障が生じる事例の指摘や，日本弁護

士連合会による国への安定型処分場を新規に許可されないよう求める意見書の提出などか

ら，生活環境保全に対する不安を強く感じます。 

 また，本郷処分場は多くの市民が水道水として利用している東野水源地，新東野水源

地，中通浄水場の上流に計画されており，東野，中通の水は北部地域のみならず，一部成

井浄水場に送られ，多くの市民の水道水として利用されております。 

 また，北部地域では井戸水のみで生活している家や生活用水として使用している家が多

くあります。業者の説明によると，流出水の７割が竹原側，３割が本郷側に流出するとい

うことで汚染物質の流出が懸念され，安全性に強い不安を持っております。 

 また，今回の７月豪雨災害では土砂災害が多発しており，砂防流出防備林に挟まれた計

画地は処分場建設のために山林を切り開くことで脆弱になることが懸念されます。 

 これらの様々な懸念から，関係市町である竹原市と三原市では，計画当初より根強い不

安と反対の声が上がっており，多数の反対要望書や請願，３万８，０００人を超える反対
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署名が県や関係市町に提出されております。竹原市も，平成３０年１１月２０日の県提出

において８，８００人を超える署名が集約され，現在も集まっております。 

 竹原市環境基本条例の精神に基づいて，竹原市民の生活を支える水の重要性を再確認

し，水資源の安全性を守り，将来にわたって自然環境の保全，市民の健康，生活，環境を

守り，次世代へ不安を残さないため，本郷処分場が持つ危険性の排除を請願するものでご

ざいます。十分御理解の上，採択していただきたいと思います。どうかよろしくお願いい

たします。 

議長（大川弘雄君） 説明が終わりました。 

 ただいまの請願につきましては，民生都市建設常任委員会に付託いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 会期予定表のとおり，１２月１３日，１４日は各常任委員会の審査をお願いし，１２月

１７日は本会議を開き，一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

              午前１０時４７分 散会 

 

 


